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「言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の一

部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

 

 

言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

（令和８年文部科学省・厚生労働省令第４号）については、令和８年３月 31日

付けで、別紙のとおり公布されました。 

改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、十分に御了知の上、都道

府県知事にあっては、貴管内の市町村（特別区を含む。）及び保健所を始め、所

轄（所管）の言語聴覚士養成所、関係者、関係団体等に対し、周知をお願いいた

します。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

○ 言語聴覚士学校養成所指定規則（平成 10年文部省・厚生省令第２号。以下

「指定規則」という。）第４条においては、文部科学大臣及び都道府県知事が

行う言語聴覚士法（平成９年法律第 132号。以下「法」という。）第 33条第１

号から第３号まで及び第５号に規定する学校又は言語聴覚士養成所の指定に

係る基準について定めている。 

○ 当該基準の１つとして、同条第１号に規定する学校又は言語聴覚士養成所

については指定規則別表第１に、同条第２号、第３号及び第５号に規定する学

校又は言語聴覚士養成所については指定規則別表第２にそれぞれ定める教育

内容を行うものであることとしている。 

○ 言語聴覚士学校養成所指定規則の一部を改正する省令（令和６年文部科学

省・厚生労働省令第１号。令和６年４月１日施行。以下「改正省令」という。）

において、別表第１及び別表第２に定める教育内容を改正し、経過措置として、

改正後の教育内容（以下「新カリキュラム」という。）への移行に係る手続等

の実施期間（１年間）及び養成課程の修業年限（１～３年間）を考慮し、新カ

リキュラムに基づく国家試験の開始は令和９年度からとなったことから、新



 

カリキュラムの適用は、各課程の修業年限に応じて令和９年度までの間に順

次実施（３年課程においては令和７年度、２年課程においては令和８年度、１

年課程においては令和９年度）することとされ、既に在学している者について

は「施行日から起算して３年を経過する日までの間」適用しないとする規定

（以下「上限規定」という。）を設けた。 

○ この上限規定によって、新カリキュラムの適用年度より前に既に在学して

いたとしても、令和９年度以降も引き続き在学する者については、令和９年度

以降は新カリキュラムが適用されることとなったが、改正省令の施行後に、学

校又は言語聴覚士養成所において、入学時のカリキュラム（以下「旧カリキュ

ラム」という。）が卒業まで適用されるケースが確認されたため、これらの学

生が改正省令の規定に関わらず旧カリキュラムを履修できるよう、経過措置

に関する上限規定を撤廃する改正を行う。 

 

第２ 制定の内容 

○ 改正省令の附則第２条中、経過措置の上限規定に係る文言を削除する。 

 

第３ 施行期日 

○ 施行期日：令和８年３月 31日 

 

以上 
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（別紙） 

 


